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抄録

目的：近年，地方分権の推進に伴い多くの自治体では，職員への人材育成指針を策定し研修の企画運

営を行うようになってきた．本研究では,地域保健行政従事者の人材育成について自治体の人材育成
計画に関する実態を把握し，今後質の高いサービスを提供するための系統的な人材育成の促進に資す

る，効果的で実践的な方法を探る事を目的とした．

方法：郵送質問紙調査.調査対象は計２１７自治体［都道府県（４７）・政令市（２０）・中核市（４１）・保健所設置
市（８）・特別区（２３）および一般市（７８）］の地域保健職員研修の主管部（局）の担当課長各１名．一般

市のみ人口規模別層化無作為抽出法による標本調査（抽出率１０％）,他は全数調査とした．
結果：総回答数１４３（６５.９％）．「すべての地域保健行政従事者に対する人材育成計画あり」９.９％，計画
なし９４.１％のうち「職種によっては人材育成計画あり」４１.５％，そのうち保健師は８４.７％．研修履歴管
理は「あり」２８.７％．自治体企画研修の評価実施は「なし」４１.３％，「あり」４１.３％．直近３年間の研
修で利用した機関の最多は国立保健医療科学院８８.６％．保健所・地方衛生研究所の研修活動は各々，
全自治体回答５６.６％・３５.７％に対し，一般市の回答は７１.４％・７.１％．多彩なソーシャル・キャピタルが
研修に利活用されていた．今後の課題は「自治体の人材育成体制」「計画策定」「研修予算の不足」

「人事異動と連動した統括的な人材育成の体系化」等．

結論：保健師の人材育成は４４.８％の自治体が策定済みと算出され，他職種より顕著に体制整備が進ん
でいた．今後すべての地域保健従事者の人材育成体制の整備においても，統括的な役割を担う保健師

の活動は重要な役割を果たしうると思われた．今後，いっそう質の高いサービスを提供するための地

域保健行政従事者の系統的人材育成体制整備では，「人材の確保・育成・配置・人事交流等を有機的に

組み合わせた人材育成体制を，組織間連携によって域内に構築するとともに，一元的な体制整備担当

部（局）のもと，市町村と共に域内の人材育成計画を策定すること」が，ますます都道府県等の広域

自治体には重要ではないかと考えられた．
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I. 緒言

地域保健行政従事者に対する人材育成は，地域保健法

第３条で「地域保健従事者の資質の向上に努めること」

が，市町村，都道府県および国の責務として規定されて

いる [１]．また，地域保健法第４条第３項に基づく地域
保健対策の推進に関する基本的な指針（以下「基本指

針」とする）［最終改正：平成２４年７月３１日厚生労働省

告示第４６４号］[２] では，都道府県及び市町村には，「職員
に対する現任教育について各地方公共団体が策定した人

材育成指針に基づき，企画及び調整を一元的に行う体制

を整備することが望ましいこと」が第三の二「人材の資

質の向上」において示されている．都道府県にはさらに，

「市町村の求めに応じ，都道府県及び市町村の職員の研

修課程を定め，保健所，地方衛生研究所等との間の職員
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Abstract

Purpose: With the promotion of decentralization, more local governments in recent years have been 
active in establishing guidelines for human resources development and providing training for their staff 
members. The purpose of this study is to identify the current condition of systematic human resources 
development systems for local health administration employees in local governments, so as to 
determine effective, practical ways to contribute to promoting systematic human resources development 
and thereby provide high-quality services in the future.
Method: Postal questionnaire?The survey targeted 217 section managers of departments (bureaus) in 
charge of local health employee training in 217 local governments, comprised of the governments of 47 
prefectures, 20 ordinance-designated cities, 41 core cities, 8 cities with public health offices, 23 special 
wards, and 78 general cities. In the general cities alone, a sample survey based on the stratified random 
sampling method using separate population sizes (10% sampling rate) was conducted, while complete 
surveys were conducted on the other targets.
Results: Total responses: 143 (response rate of 65.9%). “Presence of human resources development 
program for all fields of regional health administration personnel” accounted for 9.9% of the total, and 
“presence of human resources development program for some job categories” constituted 41.5%, with 
94.1% and 84.7%, respectively, of the applicable occupations being public health nurse, while “absence of 
a program” accounted for 19.9%.  “Presence of training history management” remained at 28.7%. With 
respect to evaluation practice for municipally organized training, absence accounted for 41.3% and 
presence was also 41.3%. The institution used most often for training in the previous 3 years was the 
National Institute of Public Health, reaching 88.6%. The use rate of public health centers and regional 
institutes of public health for training activities was 56.6% and 35.7%, respectively, for all municipalities, 
while it constituted 71.4% and 7.1% in terms of general cities. This indicated that various types of social 
capital were actively utilized for training. Future challenges include “municipal system for human 
resources development,” “establishment of a program,” “shortage of training budget,” and 
“systematization of comprehensive human resources development in conjunction with personnel 
transfers.”
Conclusion: This study determined that 44.8% of all municipalities have established human resources 
development programs for public health nurses, an occupation with remarkably higher system 
preparations than others. Thus, it is reasonably presumed that the activity of public health nurses 
providing comprehensive services would also play an important role in the preparation of a human 
resources development system for all regional health care workers in the future. In the preparation of 
the systematic human resources development system for regional health administration personnel, who 
are expected to provide higher-quality services in the future, this study indicates that it will be more 
important for local governments to establish a human resources development system in regions with an 
organic combination of securement, cultivation, and allocation of human resources and personnel 
transfers by inter-organizational cooperation, as well as to develop a municipal and regional human 
resources development program under the initiative of the department in charge of unified system 
preparation.

keywords: local health administration employees, human resources development planning, local 
governments, public health center, prefectural hygienic institute
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研修上の役割分担を行って，現任訓練を含めた市町村職

員に対する体系的な専門分野に関する研修を計画的に推

進するとともに，保健所職員が市町村に対する技術的援

助を円滑に行うことを可能とするための研修，保健所の

企画及び調整機能を強化するための研修並びに教育機関

または研究機関と連携した研修の推進に努めること」が

記されている．

一方，地方自治体の職員に対する人材育成は，地方公

務員法第３９条において，職員に対し「研修計画を作成し，

研修必要度を調査し，研修を行う」ことが任命権者の責

務として定められている [３]．近年の地方分権の流れを
受け，自治省（当時）は各都道府県知事・各指定都市市

長宛てに，通知「地方自治・新時代に対応した地方公共

団体の行政改革推進のための指針の策定について （平成
９年１１月１４日自治整第２３号）」を発出した．次いで示さ

れた「地方自治・新時代における人材育成基本方針策定

指針について （平成９年１１月２８日自治能第７８号）（以下
「策定指針」とする）」[４] に基づき，近年多くの地方自治
体では，人材育成指針を策定し研修の企画及び運営を行

うようになってきている．

策定指針には，地方公共団体は多種多様な職種や階層

等の職員により運営されていることから，「一般的・平

均的な実務遂行能力に加え，多様で高度な専門能力や特

定の分野における高度な業務に対応できる能力の養成な

ど…（中略）…きめ細かく検討すること．」が記されてい

る．保健福祉関係専門職員の研修については，さらに

「…その専門能力をより充実させるような育成のあり方

について検討すること．」とされている．これを受け厚

生労働省では「地域保健従事者の資質の向上に関する検

討会」が開催され，平成１４年度の報告書において，地域

保健従事者の資質向上策に係る一定の方向性が示され

た [５]．
しかし同時期以降，地域保健関連の課題は急速に多様

化・複雑化してきた [２]．さらに行財政改革や地方分権
の推進に伴う地方自治体自体の役割転換という変化が加

わって，分権型社会における公衆衛生の課題が議論され

るに至った [６-９]．また様々な視点により，人材の育成
確保に関する検討 [１０-１６] や，地方自治体の地域保健従
事者に今後求められる能力に関する研究[１７-１９]が推進さ
れてきた．

我々は近年，地域保健対策検討会報告書で提言された

「都道府県及び市町村の人材育成計画」の策定に資す

る資料の開発・作成を目指して調査研究をすすめてい

る [２０, ２１]．都道府県や政令市等が，すべての地域保健
行政従事者に対する研修を計画的に推進する際，効果的

で実践的なモデルとなる資料やツールを開発・作成する

には，実態に基づいて検討をすすめることが重要である．

本調査研究では，地域保健行政従事者の人材育成計画に

関する現状について，全国の自治体における実態を把握

することとした．今後，いっそう質の高いサービスを提

供するための地域保健行政従事者の系統的な人材育成に

関する研究を推進するための，効果的で実践的な方法を

探る基礎資料とすることが，本研究の目的である.

II. 方法

１．調査方法および期間

郵送質問紙調査．回答方法として電子メールを利用し

た電子媒体による返信方法を併用した．調査実施期間は

２０１３年２月２８日─３月３１日（未回答自治体への督促１回）．

２．調査対象

都道府県（４７）・政令市（２０）・中核市（４１）・保健所設置

市（８）・特別区（２３） および一般市（７８），計２１７自治体に
おける「『地域保健行政職員に対する人材育成（研修企

画等）』主管部（局）の担当課長」計２１７名を対象とした．

なお，調査票は対象自治体の保健衛生主管部（局）宛て

送付したが，①「総務部局など保健衛生部（局）以外が

回答対象に該当する自治体の場合は，自治体内で適切な

部（局）に転送」を，また②「回答対象が複数個所にま

たがっている自治体の場合は，主管部（局）でとりまと

め」を依頼し，回答協力を求めた．

都道府県・政令市・中核市・保健所設置市・特別区

はいずれも全数調査とし，一般市（全７８９市，人口計

１０７,１４８,２２７人）のみ標本調査とした．一般市における標
本抽出には，１６階層の人口規模別層化無作為抽出法を用

いた．抽出に際し，人口には２０１２年１０月１日の推計人口

を用い，抽出率は１０％とした．

３．調査内容（調査票）[２２]
各自治体に対し，①「地域保健職員研修の主管部

（局）（＝回答担当部（局））の具体」，および②「地域保

健行政従事者に対する人材育成（研修企画）の現状」に

ついて回答を求めた．各調査項目の質問項目および回答

形式は表１に示す通りとした．

なお，本調査研究における「地域保健行政従事者」は，

自治体の「保健衛生部・保健所・地方衛生研究所・市町

村保健センター等で地域保健行政に従事するすべての職

員」と定義し，医師・歯科医師，保健師，管理栄養士・

栄養士，食品衛生監視職員，環境衛生監視職員，その他

の専門職員，事務職，等を含むものと定義した．また本

調査研究における「地域保健行政従事者の人材育成（研

修企画等）」とは，厚生労働省「新任時期における地域

保健従事者の現任教育に関する検討会報告書（平成１６年

３月）」において示された地域保健従事者に求められる

能力のうち，「専門能力（＝職種別専門能力＋職種共通

専門能力；図１の赤枠内）を習得するための研修」であ

る旨を明示したうえで回答を求めた． 
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図１　地域保健従事者に求められる能力
出典：厚生労働省「新任時期における地域保健従事者の現任教育に関する検討会報告書」平成１６年３月

表１　［調査票（質問項目・回答形式・選択肢）］および  全回答の単純集計結果

全回答の単純集計結果
　（　）内は％選択肢回答形式質問項目No.

n＝１４３（６５.９）「地域保健職員研修の主管部（局） （＝回答担当部（局））の具体」について０１
８７（６１.７）① 自治体の保健衛生主管部（局）

【選択式＋自由記載】組織名
　（部（局）・課名）

１
６（ ４.３）② 自治体の職員研修所
６５（４６.１）③ 保健所
１０（ ７.１）④ 地方衛生研究所
５０（３５.５）⑤ 市町村保健センター
１４（ ９.９）⑥ その他 （　　　　 ）

「地域保健行政従事者に対する人材育成（研修企画）の現状」について０２
１４（ ９.９）① 有り（計画の名称：　　　　　　　　　　　 ） 

【選択式＋自由記載】すべての地域保健行政従事者
に対する人材育成計画の有無

１
１３４（９４.１）② 無し
５９（４１.５）　i）職種によっては人材育成計画が「ある」
５（ ８.５）　　（ア）医師・歯科医師・・・・・［有/ 無］
５０（８４.７）　　（イ）保健師・・・・・・・・・［有/ 無］
１３（２２.０）　　（ウ）管理栄養士・栄養士・・・［有/ 無］
１５（２５.４）　　（エ）食品衛生監視職員・・・・［有/ 無］
１１（１８.６）　　（オ）環境衛生監視職員・・・・［有/ 無］
１０（１６.９）　　（カ）その他の専門職・・・・・［有/ 無］
５（ ８.５）　　（キ）事務職・・・・・・・・・［有/ 無］
３２（２２.５）　ii）計画はないが，研修ごとに目標を設定
４１（２８.９）　iii）その他 （　　　　　　　　　　　　　）
７１（６５.７）① 有り（管理方法の概略：　　　　　　 ） 

【選択式＋自由記載】個人の研修や教育の，所属組
織による履歴管理の有無

２
２７（２５.０）② 無し

　i）受講研修の記録なら「ある」
　ii）その他 （　　　　　　　　　　）

２６（１８.２）① 有り

【選択式＋自由記載】貴自治体企画研修に対する，
評価実施の有無

３
５２（３６.４）② 部では実施．未実施研修も有り．
５９（４１.３）③ 無し
１５（１０.５）④ その他（　　　　　　　　　　　　）
１０１（８８.６）① 国立保健医療科学院

国

【選択式＋自由記載】
地域保健行政従事者への研修
で利８用した組織・施設・団
体等　（過去３年間）

４
６０（５２.６）② 国立感染症研究所
１２（１０.５）③ 国立医薬品食品研究所
１２（４１.２）④ 国立成育医療研究センター
４７（１６.７）⑤ 独）国立精神・神経医療研究センター
１９（５０.０）⑥ 独）国立健康・栄養研究所
５７（２５.４）⑦ その他（　　　　　）
６３（４４.１）① 都道府県職員研修所

都
道
府
県

８１（５６.６）② 保健所
５１（３５.７）③ 地方衛生研究所
９６（６７.１）④ 精神保健福祉センター
５５（３８.５）⑤ その他（　　　　　）
５１（３５.７）① 市区町村職員研修所市

区
町
村

２７（１８.９）② 市町村保健センター
３２（２２.４）③ その他（　　　　　）
７８（５４.６）① 公益財団法人結核予防会結核研究所

そ
の
他

４６（３２.２）② 公益財団法人エイズ予防財団
８２（５７.３）③ 職能団体（看護協会など）
３５（２４.５）④ 大学・大学院
７０（４９.０）⑤ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

９０（６２.９）  （「記載あり」の自治体）【自由記載】地域保健行政従事者の人材育
成に関する今後の課題

５

「二次調査による詳細情報の提供」について０３
１７（１２.３）① 有り

【選択式＋自由記載】本調査関連の取り組みや参考
資料等の有無

１
　i）（内容の概略：　　　　　　　）
　ii）二次調査の可否について

１２２（８８.４）② 無し



４．分析方法

回答の単純集計および自治体種類ごとの結果について，

その相違を比較検討した．また設問０２-５「「地域保健行政
従事者に対する人材育成 （研修企画） に関する『今後
の課題』」（自由記載）」に対する回答は，各回答を内容

によってカテゴリ化し，再分類したうえで自治体種類別

の特徴を比較検討した．

５．倫理的配慮

本研究は国立保健医療科学院疫学研究倫理審査委員会

において承認された（承認番号NIPH-IBRA#１２０３９）．

III. 結果

総回答数１４３，総回収率６５.９％．自治体の種類別回答数
（回収率）は，都道府県３０（６３.８％）・政令市１５（７５.０％）・
中核市３４（８２.９％）・保健所設置市６（７５.０％）・特別区１６
（６９.６％） および一般市４２（５３.９％）であった．

０１．地域保健職員研修の主管部（局）（＝回答担当部

（局））について

有効回答数１４１ （９８.６％）．回答組織名（複数回答可）
は，①自治体の保健衛生主管部（局） ６１.７％，②自治体
の職員研修所４.３％，③保健所４６.１％，④地方衛生研究所
７.１％，⑤市町村保健センター３５.５％，であった．また
⑥その他９.９％の詳細は ，「福祉保健部局の主管課」，「総
合保健福祉センター」，「保育所，児童相談所」，「自治体

の職員研修主管部署」，「専門職種ごとに主管が異なる」，

「研修の主管部はない」等であった．

なお，本設問への有効回答に対する回答組織名①─⑥

の回答率が合計１００％を超えているのは，複数の組織機

能を兼ねる対象組織があるため，複数回答可としたこと

による．

０２．地域保健行政従事者に対する人材育成（研修企画）

の現状について

１．「すべての地域保健行政従事者に対する人材育成計

画の有無」

すべての地域保健行政従事者に対する人材育成計画は，

「あり」９.９％，「なし」９４.１％であった．なお，本設問に
おける「あり」回答と「なし」回答の合計割合が１００％

を超えたのは，複数回答した自治体があったことによる．

その背景として，当該の自治体では地域保健人材の育成

を職種ごとに異なる所管部署で行っており計画が「あ

る」職種と「ない」職種があるために，自治体として双

方の複数回答をせざるを得なかった，等の理由が考えら

れた．そのため無効回答とはせず，両者をカウントする

こととした．

「すべての地域保健行政従事者に対する人材育成計画

『あり』」と回答した自治体（以下「計画策定済み自治

体」とする）の自治体種類別回答の内訳は表２の通りで

あった．人材育成計画の名称は，自治体全体の人材育成

計画，福祉保健部の人材育成計画，一部の専門職種の研

修実施計画・新規採用保健師採用計画等，多岐に渡って

いた．また，人材育成計画「なし」の回答詳細は，①

「職種によっては人材育成計画がある」４１.５％（保健師
８４.７％，食品衛生監視職員２５.４％・管理栄養士＆栄養士
２２.０％，医師・歯科医師８.５％，事務職８.５％，等），②
「計画はないが研修ごとに目標設定をしている」２２.５％，
であった．

２．「個人の研修や教育の，所属組織による履歴管理の

有無」

履歴管理「あり」２８.７％，「なし」７６.１％．「あり」の具
体的管理方法は，受講者氏名の台帳管理，職種別管理，

人事記録への記載，システム管理，等多岐に渡っていた．

また，履歴管理「なし」のうち６５.７％は「受講研修の記
録ならばある」と回答し，ほかに「職種により取り組み

が異なる」，「復命書の文書保管により管理」，等がみら

れた．

３．「貴自治体企画研修に対する，評価実施の有無」

研修評価を「実施していない」４１.３％，「一部では実
施」３６.４％，「実施している」４１.３％．また「その他」
１０.５％の記載内容は，「職員研修を企画・実施する職員研
修センターが研修履歴を管理しており所属長は所属職員

の研修履歴を確認できる」，「長期派遣研修等の一部は人

事情報として管理している」，「課により対応が異なる」，
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表２　人材育成計画策定済み自治体の自治体種類別内訳
（表１における「すべての地域保健行政従事者に対する人材育成計画『あり』」の内訳）

（％）（対自治体種類別有効回答）１）有り自治体種類

（１３.３） ４ 都道府県 

（６.７） １ 政令市 

（５.９） ２ 中核市 

（０.０） ０ 保健所設置市 

（１８.８） ３ 特別区 

（９.５） ４ 一般市 

（１００.０）１４計



「記録として残していない」，等であった．

４．「地域保健行政従事者への研修で利用した組織・施

設・団体等　（過去３年間）」

（１）全回答（表１）

　１）「国」の組織等

　①国立保健医療科学院８８.６％が最多．⑦「その
他」５０.０％は，「厚生労働省」，「環境省」，「国立が
んセンター」，等であった．

２）「都道府県」の組織等

　④精神保健福祉センター６７.１％が最多．⑤「そ
の他」３８.５％は，「東北ブロック各県持ち回り開
催」，「都道府県本庁保健衛生課」，等であった．

３）「市区町村」の組織等

　①市区町村職員研修所３５.７％，②市町村保健セ
ンター１８.９％．また③「その他」２２.４％は，「市町
村保健衛生職員協議会」，等であった．

４）「その他（民間・NPO等を含む）」の組織等
　①公益財団法人結核予防会結核研究所５４.５％，
②公益財団法人エイズ予防財団３２.２％，③職能団
体（看護協会など）５７.３％，④大学・大学院２４.５％．
また⑤「その他」４９.０％に記載された自治体種類
別・カテゴリ別回答の概要を，表３に示す．

（２）自治体種類別回答（表３・表４）

各自治体が利用していた組織・施設・団体等（以下

「組織等」とする）は，表３および表４のとおりであった．

１）「都道府県」の回答

　国立保健医療科学院の利用率は１００.０％であっ
た．研修で利活用した都道府県の組織等では，

「都道府県職員研修所」のほか「保健所」「地方衛

生研究所」で高い利用率が認められた．また職能

団体等，多くの「その他組織等」が利用されてお

り，選択肢以外の組織等として，様々な分野の

様々な種類の法人やNPOが，地域の実状に応じ
て利活用されていた．

２）「政令市」「中核市」「保健所設置市」「特別区」の

回答

　都道府県の組織等では，精神保健福祉センター

の利用回答が多かった．

３）「一般市」の回答

　国の機関の利用率はいずれも低く，都道府県の

組織等が多く利用されていた．「②保健所」の利

用率が高い反面，「③地方衛生研究所」の利用率

は低かった．
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表３　設問０２-４「研修で利用した組織・施設・団体等」 回答の自治体種類別内訳

回答の単純集計結果　　（　）内％調査票

自治体種類別回答（再掲；（）内は対自治体種類別回答％）全回答
【表１再掲】選択肢回答形式質問項目No.

一般市特別区保健所設置市中核市政令市都道府県

n＝４２n＝１６n＝６n＝３４n＝１５n＝３０n＝１４３

８（１９.０）１１（６８.８）４（ ６６.７）３３（９７.１）１５（１００.０）３０（１００.０）１０（８８.６）⑧ 国立保健医療科学院

国

【選択式＋
自由記載】

地域保健
行政従事
者への研
修で利用
した組織・
施設・団体
等　（過去
３年間）

４

２（ ４.８）６（３７.５）４（ ６６.７）２４（７０.６）８（ ５３.３）１６（ ５３.３）６０（５２.６）⑨ 国立感染症研究所

０（ ０.０）１（ ６.３）０（  ０.０）５（１４.７）２（ １３.３）４（ １３.３）１２（１０.５）⑩ 国立医薬品食品研究所

１（ ２.４）１（ ６.３）０（  ０.０）７（２０.６）１（  ６.７）２（  ６.７）１２（４１.２）⑪ 国立成育医療研究センター

３（ ７.１）３（１８.８）３（ ５０.０）２４（７０.６）５（ ３３.３）９（ ３０.０）４７（１６.７）⑫ 独）国立精神・神経医療研究センター

０（ ０.０）０（ ０.０）１（ １６.７）１０（２９.４）１（  ６.７）７（ ２３.３）１９（５０.０）⑬ 独）国立健康・栄養研究所

１１（２６.２）４（２５.０）１（ １６.７）１７（５０.０）７（ ４６.７）１７（ ５６.７）５７（２５.４）⑭ その他（　　　　　）

１９（４５.２）８（５０.０）４（ ６６.７）１６（４７.１）１（  ６.７）１５（ ５０.０）６３（４４.１）① 都道府県職員研修所

都
道
府
県

３０（７１.４）２（１２.５）３（ ５０.０）２３（６７.６）２（ １３.３）２１（ ７０.０）８１（５６.６）② 保健所

３（ ７.１）８（５０.０）４（ ６６.７）１９（５５.９）２（ １３.３）１５（ ５０.０）５１（３５.７）③ 地方衛生研究所

２８（６６.７）１３（８１.３）６（１００.０）３０（８８.２）４（ ２６.７）１５（ ５０.０）９６（６７.１）④ 精神保健福祉センター

１７（４０.５）９（５６.３）１（ １６.７）１４（４１.２）５（ ３３.３）９（ ３０.０）５５（３８.５）⑤ その他（　　　　　）

１８（４２.９）１０（６２.５）３（ ５０.０）１５（４４.１）５（ ３３.３）０（  ０.０）５１（３５.７）① 市区町村職員研修所
市
区
町
村

１４（３３.３）１（ ６.３）０（  ０.０）６（１７.６）１（  ６.７）５（ １６.７）２７（１８.９）② 市町村保健センター

９（２１.４）６（３７.５）０（  ０.０）１０（２９.４）５（ ３３.３）２（  ６.７）３２（２２.４）③ その他（　　　　　）

５（１１.９）９（５６.３）５（ ８３.３）３２（９４.１）１０（ ６６.７）１７（ ５６.７）７８（５４.６）① 公益財団法人結核予防会結核研究所

そ
の
他

２（ ４.８）３（１８.８）４（ ６６.７）２２（６４.７）５（ ３３.３）１０（ ３３.３）４６（３２.２）② 公益財団法人エイズ予防財団

２４（５７.１）２（１２.５）２（ ３３.３）２７（７９.４）８（ ５３.３）１９（ ６３.３）８２（５７.３）③ 職能団体（看護協会など）

７（１６.７）１（ ６.３）０（  ０.０）１５（４４.１）１（  ６.７）１１（ ３６.７）３５（２４.５）④ 大学・大学院

２０（４７.６）４（２５.０）２（ ３３.３）１８（５２.９）８（ ５３.３）１８（ ６０.０）７０（４９.０）⑤ その他（　　　　　　　　　　　）



J. Natl. Inst. Public Health, 63（1）: 201476

橘とも子，奥田博子，安藤雄一

表４　「地域保健行政従事者への研修で利用した組織・施設・団体等（過去３年間）」 
　　　　　　　〈「４）その他（民間・NPO等を含む）」〉「⑤その他」に対する自治体種類別回答の詳細

回答記載No.回答自治体
の種類

こどもの虹情報研修センター，母子保健推進会議，母子愛育会，母子衛生研究会１

都道府県

保険者協議会主催研修２

予防接種リサーチセンター，日本プールアメニティ施設協会，日本環境衛生センター，全国簡易水道協議会，
（財）麻薬覚せい剤乱用防止センター３

（公社）日本プールアメニティ協会，（社）日本ペストコントロール協会，（一財）日本環境衛生センター，
NPO入浴施設衛生管理推進協議会等，（公社）日本プールアメニティ協会，（社）日本ベストコントロール協
会，（一財）日本環境衛生センター，NPO入浴施設衛生管理推進協議会

４

財団法人ビル管理教育センター５

一般財団法人日本家族計画協会６

石川県市町保健活動推進連絡協議会７

日本公衆衛生協会８

全国保健師長会，社会福祉法人恩賜財団母子愛育会９

全国保健所管理栄養士会，NPO法人バイオメディカルサイエンス研究会，信用金庫，福祉施設（養護老人
ホーム） ，財団法人日本分析センター，日本公衆衛生協会，機器メーカー，HACCP導入事業者，中央福祉学
院（ロフィス湘南）

１０

（社）日本ペストコントロール協会＜衛生＞，日本水道協会＜化学＞，（公財）水道技術センター＜化学＞，
ライフテクノロジージャパン（株）大阪営業所＜研究職＞１１

日本公衆衛生協会１２

ボランティア団体（栄養），（株）日本分析センター，日本ウォーターズ（株），日本電子（株）…衛生環境研
究所１３

日本公衆衛生協会，健康・体力づくり事業財団（全国地域保健師学術研究会），日本公衆衛生学会，四国公衆
衛生学会１４

（財）全国生活衛生営業指導センター，（社）全国建築物飲料水管理協会，１５

（財）ウイルス肝炎研究財団１６

（財）東京都医学総合研究所，（財）難病医学研究財団１７

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター１８

社）日本家族計画協会，社）子どもの虹研修センター，社）恩賜財団母子愛育会，財）地域社会振興財団，
社）空気調和衛生工学会，社）ペストコントロールセンター，財）日本環境衛生センター１

政令市

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会，全国食品監視員協議会２

国保連合会「在宅保健師等研修会」，母子愛育会「乳幼児期にみられる諸問題」講座など３

一般財団法人日本こども財団，公益財団法人精神・神経科学振興財団，自殺危機初期介入スキル研究会，県
民会館等（近畿地区各自治体持ちまわり開催）４

日本栄養士会，ＮＰＯ岡山健康医学研究会５

（財）日本環境衛生センター，広島県国保連合会，（財）日本公衆衛生協会，全国市町村保健活動協議会，恩
賜財団母子愛育会，国立病院機構久里浜医療センター６

ＮＰＯ認知症予防サポートセンター，ビル管理教育センター，健康体力づくり事業財団７

原子力安全技術センター，子どもの虹情報研修センター，恩賜財団母子愛育会８

被災地支援について，医療・保健ジャーナリストを講師として招いた．１

中核市

東京都医学総合研究所，一般財団法人厚生労働統計協会，札幌市，北海道国民保健団体連合会，社会福祉法
人恩賜財団母子愛育会，全国精神保健福祉相談会２

日本公衆衛生協会，日本食品微生物学会，日本食品衛生学会，東北食中毒研究会，日本カンピロバクター研
究会，日本獣医師会公衆衛生学会，日本環境衛生センター，厚生労働統計協会３

ヘルスプロモーション研究センター，母子愛育会，ウイルス肝炎研究財団，性の健康医学財団，盛岡ソー
シャルサポートセンター，日本公衆衛生協会，難病支援センター，日本ダイオネクス株式会社４

全国衛生行政研究会，ウイルス肝炎研究財団５

埼玉県食品表示監視協議会６

栄養士会，日本医療機能評価機構，マンモグラフィー検診精度管理中央委員会，保育所栄養士会，子どもの
虹情報研修センター，日本環境衛生センター，ビル管理教育センター７
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石川県国民健康保険団体連合会，恩賜財団母子愛育会，全国市町村保健活動連絡協議会，石川県市町保健活
動推進協議会，（社）日本精神科病院協会，北陸ブロックエイズ治療拠点病院，全国保健所長会８

地方衛生研究所全国協議会，全国市町村国際文化研修所，栄養改善学会，若さの栄養学，日本環境衛生セン
ター，全日本墓園協会，全国生活衛生営業指導センター，ビル管理教育センター９

（財）ビル管理教育センター，（財）全国生活衛生営業指導センター，日本家族計画協会，労働基準協会１０

全国精神保健福祉相談員会，全国食肉衛生検査所協議会１１

市町村保健活動協議会，母子愛育会，地域社会振興財団，日本公衆衛生協会，保健所長会１２

全国ひきこもり支援連絡協議会，NPOバイオメディカルサイエンス研究会，母子愛育会，地域社会振興財団，
NPO岡山健康医学研究会，公益社団法人日本動物病院福祉協会１３

原子力安全技術センター，子どもの虹情報研修センター，恩賜財団母子愛育会１４

財）日本環境衛生センター，全国簡易水道協議会，社団）日本水道協会，全国保健所長会，社団）日本プー
ルアメニティ協会，株）島津総合科学研究所，全国精神保健福祉相談員会１５

医療安全支援センター，全国保健所長会，公益社団法人全日本墓園協会１６

明治安田こころの健康財団，国際文化アカデミー，恩賜財団母子受賞会，日本食品微生物学会，日本食品衛
生学会，日本食品化学学会，日本臨床衛生検査技師会１７

病院，一般財団法人日本公衆衛生協会，（財）日本環境センター１８

NPO法人akta１
保健所設置市

公益財団法人予防接種リサーチセンター，日本添加物協会２

日本公衆衛生協会，日本食品衛生学会，母子愛育会，ウイルス肝炎研究財団，子どもの虐待防止センター，
認知症サポートセンター１

特別区
子どもの虐待防止センター，東京ウィメンズプラザ，全国保健センター連合会，日本公衆衛生協会２

公益財団法人東京都福祉保健財団，財団法人日本分析センター，遠藤嗜癖問題相談室，公益財団法人日本産
業廃棄物処理振興センター，公益財団法人東京防災救急協会３

公益財団法人東京都福祉保健財団４

大阪がん循環器病予防センター，大阪がん検診治療研究会，母子衛生研究会，大阪公衆衛生協会，全国市町
村研修財団市町村職員中央研修所，人間発達研究所，児童虐待防止協会，乳房健康研究会，リトミック研究
センター，こどもの友社

１

一般市

精神保健福祉会，発達協会，日本公衆衛生協会，母子愛育会，日本家族計画協会，地域社会振興財団，日本
環境衛生センター，小児日本歯科学会，日本理学療法協会，他２

母子愛育会，大学病院，全国保健師長会３

日本公衆衛生協会，恩賜財団母子愛育会，地域社会振興財団４

愛育会，日本対がん協会，JIAM全国市町村国際文化研究所，公益財団法人予防接種サーチセンター，公衆衛
生協会５

看護協会６

母子衛生研究会７

母子愛育会，家族計画協会，医師会，保健師長会，日本公衆衛生協会８

長野県健康づくり事業団，健康・体力づくり事業財団，全国市町村保健活動協議会９

国保連合会１０

日本消化器がん検診学会近畿支部保健衛生部会１１

恩賜財団母子愛育会，日本家族計画協会１２

（公財）予防接種リサーチセンター，（社福恩賜財）母子愛育会，埼玉県北足立郡市医師会，NPO法人日本健
康運動指導士会１３

予防接種会議１４

病院，国保連合会，成人病予防センター１５

三重県公衆衛生学会，東海公衆衛生学会１６

県国保連合会１７

国保連合会，医師会１８

北海道国保連合会１９

NPO法人（自殺予防関係），発達障害支援団体，小児保健会，小児療育センター２０
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表５　主な「地域保健行政従事者に対する人材育成 （研修企画） に関する『今後の課題』」（自由記載）
自治体種類別・カテゴリ別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

都道府県　
人材育成計画の作成-
例）職場外研修への計画的な職員派遣，その伝達研修等による職員間の研修成果の共有が困難．重層的な保健活動や

課題解決のためには，市町職員等関係職員も含めた人材育成が必要．
少数配置職種等の人材育成-
例）研修会に参加できる環境衛生監視員が限られるので，伝達講習を行う体制としたい．食品衛生監視員は，現在，

新任＆中級職員の研修実施のみ．上級プログラムの充実が課題．研究職に対し，ベテラン職員から若手職員等へ
の技術伝承が課題．技術職員の中でも，栄養士や歯科衛生士等，少数職種の系統的人材育成が課題．医師は，確
保が極めて困難で計画的採用・育成が不可．採用されれば個別に研修計画を策定．

保健師の人材育成-
例）保健師は業種別研修が多く，活動を伝承するための研修等，体系的研修計画が作成できていない．経験年数に応

じた役割意識の醸成や，実働年数による支援・教育体制の検討が課題．
自治体の人材育成体制-
例）将来的には，市町村における人材育成の体制づくりが必要と考えている．人材育成に係る関係機関との連携・役

割分担．中長期的人材育成計画．予算確保．研修履歴管理．地域保健行政従事者に対する人材育成計画や中・長
期的視点での人材確保・育成指針．

政令市  
研修の方法論・内容に係る課題-
例）統一評価方法の検討．OJTとOFF-JTの連動．個人の力量差に応じた研修目標の設定．管理期保健師の役割明確化
と計画的人材育成．経験に応じた研修内容の工夫．研究活動の推進．業務を評価・改善する能力の育成．

人材育成計画の策定-
例）人材育成計画の策定は必要であり，今後の課題と考えている．

少数配置職種等の人材育成-
例）保健師，栄養士，精神保健福祉士以外の新任者人材育成に係る課題把握・体制整備．職種に応じた人材育成方針

の確立と，それに応じた計画的な研修の実施・派遣．
研修計画の評価-
例）保健所研修計画に基づいて研修実施している．研修計画全体の評価が実施できていない．

研修予算の不足-
例）派遣希望研修に対する研修予算不足．限られた研修予算の効果的配分が課題．

中核市  
研修予算の不足-
例）専門的知識や技術習得は職場研修では限界あるが，予算枠内で全職員の派遣は困難．予算の確保が難しく，業務

多忙な中，研修を行う余裕が年々なくなってきている．
保健師の人材育成-
例）保健師の地域保健活動における経験知や技術等の伝承．初任・中堅・管理期の計画，系統的人材育成プログラムが

ない．
自治体の人材育成体制-
例）市全体の職員人材育成と職員所属課の研修企画との連携．人事配置と人材育成の連携．経験とジョブローテー

ションとの兼ね合い．自治体全体の専門職の人材育成を所管する部署がない．
研修の方法論・内容に係る課題-
例）専門技術分野だけでなく，広く全部署の事業の目標，実施，自己評価が必要になってきている．行政職員として

の研修体系はできているが，専門職としての研修体系が必要である．研修内容を共有するための報告会等のあり
方を検討する必要がある．

少数配置職種等の人材育成-
例）一部の専門職（保健師）のみの人材計画しか策定していない．分散配置されているため人材育成が難しい．

保健所設置市  
自治体の人材育成体制-
例）勤務年数や職歴に応じた必修専門研修を確立すること．OJTやジョブローテーションなどの体制整備．福祉部門
の保健師の外部研修は組織化されていない．

財源の確保-
例）研修費・出張旅費が大きく削減されている現状があり，研修の派遣が困難．医師以外の職員の研修費用は予算化

されていない．
人材育成企画のマニュアル（自治体が参考にできる指針・マニュアル等の資料）-
例）最初から自治体での人材育成体制の企画は，困難で時間もかかる．自治体が参考にでき，かつ実施可能なマニュ

アル等の資料をご教示いただきたい．

特別区  
自治体職員共同研修所やOJTへの研修の特化-
例）組織の規模からすると単独研修実施は難しく，自治体職員共同研修所や外部研修への職員派遣，各部署における

OJTや派遣研修に負うところが大きく，今後もそれは同じ．
職種別の課題-
例）医師同士の情報交換を図る研修充実が必要．保健師は活動範囲が拡がっており中堅者の人材育成の充実や保健師

活動の評価についても必要．
研修の方法論・内容に係る課題-
例）専門職に対する地域保健行政における「企画・調整」能力の確保．
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一般市  
少数配置職種等の人材育成-
例）少数配置職種は，それぞれが研修を企画する事が困難．全職種に新任期～中堅期における専門能力研修が必要だ

が，計画に至っていない．
人材育成の系統的方法に関する課題-
例）医師・歯科医師には制度変更の際など必要時に研修実施しているが計画的ではない．保健師は県・保健所の研修計

画に基づいて実施しているが，市には計画がない．ジョブローテーションも含め人材育成の検討が必要．人材育
成マニュアルの作成は課題．

専門職等の系統的育成計画-
例）市としての職員研修マニュアルはあるが専門職（保健師）の職員研修マニュアルは未作成．専門職等の育成計画

が明確でない．
専門職としての現任教育の体系化-
例）地方公務員としての行政職員研修は体系化されており研修を計画的に実施しているが，専門能力の人材育成は，

担当部局ごとの実施であるため，人事異動と連動した統括的な計画が必要．研修派遣は予算確保が困難．
中堅期以降の育成-
例）新人のみ育成しても中堅期で長期休暇を取得すると復帰後の中堅期育成が重要となるが，対応できていない．中

堅期以降を育成する指導者の育成も必要．
同職種間・異職種間における知識の標準化等-
例）研修受講を個人の自発性に頼っている現状．同職種間・異職種間で知識の共有等が必要であり，今後は知識の標

準化等に課題．
職員間でOJTの機能を活用した人材育成-
例）管理的立場，中堅，新任の各職員間でOJT機能を活用した人材育成を実施していくこと．

新たなニーズに対応した組織全体としての保健行政従事者としての人材育成計画-
例）専門研修は各所属の課題等に応じて計画的派遣により実施．新たなニーズに対応した組織全体としての保健行政

従事者としての人材育成計画が必要．
保健医療職としての資質の向上と行政職員としての育成-
例）現在，保健師は県プログラムを参考に実施．市町村で体系的に人材育成プログラムを組むのは困難．また保健医

療職としての資質向上や行政職員としての育成も課題．中堅期以降の保健師育成も必要．
人材育成とジョブローテーション-
例）分散配置の場合，長期間異動しない場合があり，人材育成とジョブローテーションの連動計画を作成する必要が

ある．
新任・現任の人材育成体制の確保-
例）新任及び現任教育の体制がなかなか確保できていない．

人員配置を含めた人材育成への取り組み-
例）分散配置・少数配置が多くOJTが困難．職員数も少なくなり外部の研修にも出にくい．市として，人員配置も含め

人材育成に取り組む必要あり．
県と市で共同作成した人材育成プログラム-
例）保健師は，新任期に，県と市で共同作成した保健師人材育成プログラムに基づき，目標設定・達成度確認，県や

保健所の企画する研修に出席し技術職としてのスキルアップを図っている．系統立てた研修計画が必要だが，日
常の業務量等から考えて，自治体独自で人材育成・研修を担うには限界あり．

分散配置職員の人材育成-
例）国立保健医療学院の地域ケアシステム構築を使って分散配置職員に実践している．一人で担当事業をまとめるの

には不安あり．また事業全部にこの方法を適用すると膨大な時間と労力が必要．地域全体の課題をみる力量がつ
いているのか不安．

自治体の人材育成体制-
例）保健師等，専門職の研修体系を位置づける．

人材育成計画の策定-
例）専門職の人材育成計画がない．人材育成（専門職）を計画的に実施していない．勤務年数，担当業務に応じた専

門能力の基盤育成・人材確保が課題．
人材育成体制の確立-
例）保健師資質向上マニュアルを作成したのみ．保健師以外の専門職にも必要か．課での研修は担当制だが企画や準

備の負担感・担当業務に偏った研修になり単発に終わりやすい．個々の担当業務やスキルにあった受講環境整備
に努めているが評価ができていない．評価アプローチ方法を試行錯誤中．職種別ではなく，関係部課・市職員研
修担当課とも協働で人材育成に取組みたい．また次世代リーダーの育成に意識的に取組む必要がある．

地域保健行政職員の人材育成を計画的・統括的にすすめるための人員配置-
例）市で地域保健行政職員の人材育成を計画的にすすめるための人員配置が必要．

人材育成指針・プログラムの作成-
例）市独自では専門的な研修は不可．県や保健所等が主催する研修を受講．人材育成指針，プログラムの作成は必要．

個人の研修受講管理，新人研修・研修評価の検討実施-
例）個人の研修受講管理がされていない．新人研修・研修評価も検討実施の要あり．行政職としての研修は総務課で

組まれているが専門的な研修は専門部署で組まなければならない．人材育成と評価のプログラム化が必要．

現場以外の業務増への対応-
例）保健師は事務が主業務になりつつあり，現場での保健師活動に支障あり．



５．「地域保健行政従事者に対する人材育成に関する今

後の課題」

有効回答数９０ （６２.９％）．自治体種類別カテゴリ別課題
は，以下のとおりであった．

（１）「都道府県」のカテゴリ別課題

都道府県（n＝２３）における課題は，①「人材育
成計画の作成」，②「少数配置職種等の人材育成」，

③「保健師の人材育成」，④「自治体の人材育成体

制」に整理できた．

（２）「政令市」「中核市」「保健所設置市」「特別区」のカ

テゴリ別課題

政令市（n＝８）における課題は①「研修の方法
論・内容に係る課題」，②「人材育成計画の策定」，

③「少数配置職種等の人材育成」，④「研修計画の

評価」，⑤「研修予算の不足」であった．また中核

市（n＝１９）では，①「研修予算の不足」，②「保
健師の人材育成」，③「自治体の人材育成体制」，④

「研修の方法論・内容に係る課題」，⑤「少数配置職

種等の人材育成」と整理できた．保健所設置市（n
＝５）は，①「自治体の人材育成体制」，②「財源

の確保」，③「人材育成企画のマニュアル（自治体

が参考にできる指針・マニュアル等の資料）」とま

とめることができた．また特別区（n＝８）は，①
「自治体職員共同研修所やOJTへの研修の特化」，②
「職種別の課題」，③「研修の方法論・内容に係る課

題」と再分類できた．

（３）「一般市」のカテゴリ別課題

一般市（n＝２７）では，カテゴリは多岐に渡って
いたものの「地方自治法に基づく研修は体系的・計

画的に実施しているが，専門能力の人材育成は担当

部局ごとの実施であるため，人事異動と連動した統

括的・系統的・計画的な人材育成の体系化が課題．」

など，制度的連携強化や専門人材に係る広域的な体

制整備に関する課題が少なからず挙げられていた．

また他に，「自治体全体の専門職の人材育成を所管

する部署・計画的人材育成のための統括的人員配

置」「人材育成指針・計画・プログラムの作成」「県

市共通プログラム」「人材育成体制自体の確立・具

体化」「少数職種・分散配置職員等の人材育成」「人

材育成とジョブローテーションの連動計画の作成」

「研修予算の不足」「研修受講管理」「行政事務や新

たな業務の研修」「OJTと各事業課の実施研修
（OFF－JT）の連動強化」など，体制整備上の様々
な阻害・困難要因が具体的に挙げられた回答も多

かった．

なお，本調査結果の詳細は，「都道府県・政令市等の

地域保健人材育成計画の実態調査」報告書 [１３] を参照
いただきたい．

IV. 考察

従来，地域保健従事者への人材育成に関する企画・調

整は，基礎教育における各専門分野の知識・技術の習得

を中心に，各自治体の地域保健部門で担われてきた．公

共の役割はサービスの直接的な提供が中心であったため

である．地域保健サービスの提供に必要な専門性は，免

許・資格を前提に任用過程で適用され，地域保健従事者

に求められる専門能力や行政事務等に関するゼネラリス

トの育成は，職員の採用後に個別に行うという方法で職

員の職務遂行能力が保たれてきた [２３]．そのため今回，
地域保健行政職員に対する人材育成の主管部（局）の具

体（以下「主管部具体」とする）の全容を把握できる資

料は入手できず，調査項目冒頭の「設問０１．地域保健職

員研修の主管部（局）回答担当部（局）」に対する回答

から，当該自治体における主管部（局）の具体を把握す

ることとなった．今回の結果から，担当部局の最多は

「①自治体の保健衛生主管部（局）（６１.７％）」と把握し
えた．また担当部（局）を「⑥その他（９.９％）」と回答
した自治体のうち，「専門職種ごとに主管が異なる」，

「研修の主管部はない」などの記載があった自治体では，

今後すべての地域保健行政従事者に対する計画的な人材

育成体制整備を一元的に進めていくための核となる部

（局）・とりまとめ担当者を先ず設定する必要があるので

はないかと思われた．

「設問０２-１.人材育成計画の策定状況」への回答をみる
と，計画策定済み自治体は１割に達していなかった．な

お，これら計画策定済み自治体の中には，計画の名称と

して「（保健師など）職種を限定した人材育成計画」の

名称のみが記載された自治体がいくつかあった．それら

の自治体の一部は，今後さらに詳細調査を進めれば，

「すべての地域保健行政従事者に対する人材育成計画

『なし』」かつ「職種によっては『あり』」に再分類され

る可能性が考えられたものの，今回は計画策定済み自治

体として集計した．一方，人材育成計画「なし」と回答

した自治体（以下「計画なし自治体」とする）は９割を

超えており，計画的な人材育成体制の整備には様々な推

進困難要因を抱える自治体が大半を占める実態が窺われ

た．しかし計画「なし」だが「職種によっては人材育成

計画を有する」と回答した自治体が全体の４１.５％存在し
ており，計画策定や体制整備を職種ごとに進めている自

治体が少なくないと思われた．計画なし自治体の中で，

「職種によっては『あり』」のうち８４.７％が保健師の人材
育成計画を有しており，１４の計画策定済み自治体と併せ

れば，保健師の人材育成計画は（１４＋５０）/１４３＝４４.８％
の自治体が策定済みと算出された．このことから，保健

師については他の職種より顕著に系統的人材育成体制の

整備が進んでいると思われた．保健師の計画策定済み自

治体であっても，今後，保健師以外の少数職種や，少数

配置職員等への系統的現任教育体制整備が，課題として
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顕在化してくる可能性はあるだろう．そのためそれらの

自治体では，今後どのように職種横断的に体制整備を進

めていくかが次の検討課題になると考えられた．厚生労

働省より平成２５年４月に発出された「地域における保健

師の保健活動について」（平成２５年４月１９日健発０４１９第

１号）では，自治体における体系的な人材育成計画に基

づいた保健師の現任教育の実施，及び保健師活動を組織

横断的に総合調整し，指導する役割を担う保健師（以下

「統括的な役割を担う保健師」）の配置が求められている．

また基本指針では，都道府県は「市町村の求めに応じ都

道府県及び市町村の職員の研修課程を定める」こと，

「OJT・研修・ジョブローテーション・人事交流等を有機
的に組み合わせた人材育成体制を，市町村との連携を図

りながら域内に構築するとともに，域内の地域保健人材

を見渡して市町村と共に人材育成計画を策定すること」

が記されている．これらに本調査結果を照らし考察する

と，今後自治体がすべての地域保健従事者の系統的人材

育成体制の整備を推進する際，統括的な役割を担う保健

師の活動は，当該自治体の系統的人材育成においても極

めて重要な役割を果たしうるのではないかと思われた．

併せて，すべての地域保健従事者に対する計画的人材育

成体制の構築を実現するには，人口規模や所掌事務など，

自治体や組織等の実状に応じて参考にできる人材育成計

画のモデル・ガイドラインといった効果的で汎用性のあ

る資料やツールが，その促進に役に立つのではないかと

思われた．

「設問０２-２.職員個人の研修教育履歴」では，所属組織
の管理がある自治体２８.７％のうち，具体的方法として
「人事記録への記載」，「システム管理」などを回答した

自治体では，人事制度との関連に配慮した地域保健行政

従事者の人材育成管理が推進されている可能性があると

思われた．また「設問０２-３.研修評価」では「実施してい
る」と「一部では実施」を併せると６割程度に達してい

たものの，自治体内部における対応の不統一や人材育成

記録自体がないなどの問題点を挙げる自治体も散見され

た．研修の企画・実施・評価・（個人の）受講履歴管理と

いった一連の流れについて方法論に関する何らかのモデ

ルを開発・作成することは，今後それらの自治体にとっ

て役に立つのではないかと思われた．

「設問０２-４.近年利用した組織等」では，自治体の利用
組織等は多岐に渡っていた．自治体種類ごとの特徴をみ

ると，都道府県では，国や「都道府県職員研修所」「保

健所」「地方衛生研究所」といった都道府県組織等を中

心に利用が推進されており，また法人やNPO等の利活
用が目立った．域内の様々なソーシャル・キャピタル等

の利活用等により，地域保健行政職員の人材育成を工夫

している可能性が窺われた．また「政令市」「中核市」

「保健所設置市」「特別区」では，特別区における市区町

村職員研修所の利用が６２.５％と高かった．精神保健福祉
センターに比べ保健所や地方衛生研究所の利用頻度は低

かったが，職員の研修履歴管理を「受講支出の予算管

理」記録で代用している自治体が少なからず見られたこ

とから，保健所や地方衛生研究所での研修が「（予算支

出の発生しない）内部研修」と判断記録されてしまった

ためかもしれない．さらに「一般市」では，今回の調査

では，研修のための保健所利用は全自治体よりも一般市

のみの回答割合が高く，保健所による一般市の研修への

積極的活動の推進状況が窺われると思われた．一方，一

般市での地方衛生研究所利用は保健所に比べ利用率が低

かった．基本指針では，都道府県には「保健所，地方衛

生研究所等との間の職員研修上の役割分担を行って，現

任訓練を含めた市町村職員に対する体系的な専門分野に

関する研修を計画的に推進すること」「保健所職員が市

町村に対する技術的援助を円滑に行うことを可能とする

ための研修を推進すること」など，保健所や地方衛生研

究所等の専門分野の研修に関する役割が示されている．

今後，地方衛生研究所には例えば，専門技術機関の特徴

を生かして当該自治体の研修評価や受講履歴管理といっ

た技術的側面の強化を図りながら，保健衛生主管部

（局）や保健所等と協働しながら域内の系統的人材育成

に参画していく，の方法が，地域全体の系統的人材育成

にとって，効果的で効率的な一法となるのではないかと

考えられた．

「設問０２-５.自治体種類別カテゴリ別課題」の回答を比
較すると，自治体種類別の課題カテゴリに顕著な特徴は

ないと思われた．いずれの自治体種類群にも，自治体の

計画・連携・財源といった広域的な体制に関わる課題か

ら，研修の実施・評価といった方法論に関わる課題に至

るまで自治体ごとに様々であり，それらの記載内容には，

当該自治体の体制整備における進捗状況が影響を与えて

いると思われた．また課題の内容は，本調査に回答した

「『地域保健行政職員に対する人材育成（研修企画等）』

主管部（局）の担当課長」が，当該自治体の総務部

（局）等か，保健衛生部（局）か，或いは「回答対象が

複数個所にまたがっていたものを主管部（局）でとりま

とめ」回答されたものかによって視点は大きく異なって

いた．このことから，今後すべての地域保健行政従事者

に対する計画的人材育成体制には，核となる部（局）・

とりまとめ担当者の設定が，その整備促進には先ず重要

ではないかと考えられた．

近年，地域保健関連の課題は急速に多様化・複雑化し

てきている．また地方自治体では行財政改革や地方分権

が推進される中で，住民ニーズに基づき，かつ地域特性

を活かした効果的で効率的な健康政策の推進が地域保健

従事者にも求められている．そのため地域保健従事者に

は，専門能力に加え行政能力を備えた人材育成が重要と

なってきている．地域性・時代性を重視した高度な非定

型業務を遂行できる実践能力を備えた地域保健人材の，

計画的・一元的な育成体制の整備推進がいっそう重要と

なっている [２４, ２５]．今後，いっそう質の高いサービス
を提供するための地域保健行政従事者に対する系統的な

人材育成体制の整備推進に向け，都道府県等の広域自治
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体には「人材の確保・育成・配置・人事交流等を有機的

に組み合わせた人材育成体制を組織間連携によって域内

に構築するとともに，体制整備担当部（局）の一元的と

りまとめのもと，市町村と共に域内の人材育成計画を策

定すること」が，ますます重要性を増すと考えられた．
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